
Ｅタイプ 

     お客さまが決算書を作成し、税務申告だけを依頼 
お客さまの仕事 税理士事務所の仕事 

決算月の２ｹ月前に決算対策で訪問し面談 月次試算表から決算書まで作成 

税務申告書作成（電子申告） 

         〔ご契約当初だけかかる経費〕    単位：円（税抜） 

契約時登録料 会社謄本・定款よりお客さま情報の登録 
契約時 

１０,０００ 

 

〔確定申告の時にかかる経費〕  

                               単位:円（税抜）      

年間売上高 税務申告書 

１,５００万円以下 ８２,０００ 

３,０００万円以下 １０７,０００ 

６,０００万円以下 １２５,０００ 

１億円以下 １４９,０００ 

３億円以下 １６６,０００ 

５億円以下 ２０８,０００ 

１０億円以下 ２７５,０００ 

２０億円以下 ３４４,０００ 

                                

  〔ご参考〕 

◆インターネット発展会計の特徴 

（１）デ－タ保全やシステム管理の手間が一切不要 

会計データの保全やシステムのバージョンアップはデータセンター側で一 

括管理、システムの保全や管理に手間は一切不要です。３年間分の会計データ 

が常時格納され、それ以上の延長保管も検討中です。 

 

（２）システム利用コストが格段に安い 

     初期投資はゼロ（０）円、会計専用機やデータ保存用ハードウェア、会計ソ 

   フトウェアの購入は不要です。 

 

（３）最新の経営成績は何時でもどこでも見ることができます。 

     会計データはインターネットデータセンターで一括管理しており、社長さん 

   のスピーディな経営推進の強力な武器になります。 

   



その他の業務の料金（税抜） 

（予告なしに改定あり）  

Ｆ．年末調整 （１人当たり）        

年末調整基本料金（関係資料完備の場合―確認・調整金額算出）      ２,５００ 

（追加料金―関係資料不備の場合―提出催促の連絡など） 

源泉徴収簿なし・給与明細あり ＋１,２００ 

前職あり・源泉徴収票なし・給与明細あり  ＋１,２００ 

「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の記入不備      ＋５００ 

「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の記入不備     ＋５００ 

生命保険料、国民年金保険料、地震保険料の証明書が不備  ＋１,２００ 

「住宅ロ－ン控除」の適用あり     ＋５００ 

 

 

Ｇ．法定調書 

① 法定調書合計表 

 

 

１人～６人（支払調書の作成５件

含む。以下同じ） 

７人～１０人 

１１人～２０人 

２１人～３０人 

３０人超    

支払調書の提出数が５件を超える 

場合は、５件ごとに２,１００円 

を加算 

 

 

 

１０,０００ 

１４,０００ 

２０,０００ 

２６,０００ 

３０,０００ 

② 給与所得の源泉徴収票（給与支払報

告書） 

１人当たり 
２,０００ 

③ 退職者の給与所得の源泉徴収票  １人当たり  ２,０００ 

④ 給与支払報告書総括表  １市区町村当たり  ２,０００ 

⑤ 税理士等の報酬の支払調書  １人当たり ２,０００ 

⑥ 不動産の使用料等の支払調書  １件当たり ２,０００ 

⑦ 退職所得の源泉徴収票  １人当たり ２,０００ 

⑧ 退職所得の受給に関する報告書   １人当たり ２,０００ 

⑨ その他 １件当たり ２,０００ 



 
Ｈ．源泉税納付書（給与所得等 

の所得税徴収高計算書） 

年末調整依頼者に限定し受任 

① 源泉税納付書（原則） 

 

② 源泉税納付書（納期特例） 

 

 

 

 

 

毎月 

 

６ヶ月ごと 

資料不備で問い合わせが必要な場

合の加算 

 

 

 

３,０００ 

 

７,０００ 

 

５,０００ 

Ｉ．償却資産申告  

① 契約初年度（全資産要登録） 

 

 

② 翌年以降 

 

 

 

 

２１,０００円＋１,０５０× 

（償却資産の数―５） 

 

資産の増減なし 

資産の増加あり  １件当たり 

    

 

 

 

 

１０,０００ 

１,０００ 

Ｊ．個人の確定申告 

① 関与先会社の社長一族、従業員 
 

 

 

② 個人経営者 

年１回のお客さまで右記の条件のす

べてに該当する場合にお引き受けし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

医療費控除、不動産所得、２ケ所

から給与、年金受給者、住宅ロー

ン控除など簡単なもの 

 

 

①事業所得、不動産所得のある方 

②毎月の関与はなく、所得税青色

申告決算書、白色申告収支内訳

書を作成済で所得税確定申告書

の作成のみを依頼される方 

③消費税がかからない方 

④日常的に会計ソフトを使用して 

いる方 

  

   １件 

１０,０００ 

 ～ 

３０,０００ 

 

 

 

 

 

６０,０００ 

～ 

 

Ｋ．株主総会議事録 
決算承認、役員給与決定、役員変 

更、 

１件 

１６,０００ 

Ｌ．税務相談 

① 日常的で簡単な相談 

② 税理士が訪問して相談（要調査） 

③ お客さまが来て相談（要調査） 

 

 

電話相談 

税務署と要折衝・確認（２時間） 

税務署と要折衝・確認（２時間） 

 

 

無料 

３０,０００ 

２５,０００ 



Ｍ．税務調査立会い 

① 立会い 

 

② 修正申告 

 

 

１日３１,５００円×日数 

 

修正申告書作成 

２１,０００円×年数 

（税理士責任の場合は無料） 

 

１日 

３０,０００ 

１年当たり 

２０,０００ 

Ｎ．法人設立の税務諸届出 

 

（税務署へ提出） 

・法人設立時の事業概況書 

・法人設立届 

・青色申告の承認申請書 

・給与支払事務所等の開設届出書 

・源泉所得税の納期限の特例申請 

・たな卸資産の評価方法の届出書 

・減価償却資産の償却方法の届出 

・有価証券の評価方法の届出書 

・消費税の新設法人の届出書 

・消費税の課税事業者選択届出書 

・消費税簡易課税制度選択届出書 

・消費税課税期間特例選択届出書 

（都道府県、市町村への提出） 

法人設立届 

 

一式 

１５,０００ 

 

 

 
Ｏ．個人開業・廃業の 

税務諸届出 
 

（税務署） 

・個人事業の開廃業等届出書 

・所得税の青色申告承認申請書 

・所得税のたな卸資産の評価方法 

減価償却資産の償却方法の届出 

・給与支払事務所等の開設届出書 

・源泉所得税の納期限の特例申請 

・消費税の課税事業者選択届出書 

・消費税簡易課税制度選択届出書 

・消費税課税期間特例選択届出書 

 

（都道府県、市町村） 

・個人事業の開始・廃止等届出書 

 

 

一式 

１０,０００ 

 

 

Ｐ．株式評価 
非公開会社の株価算出（簡易） ２０,０００

～    



Ｑ．財務格付け診断 
・社長さまヒアリング（２時間） 

（財務格付け診断の内容） 

・２期比較決算書 

・財務格付け 

・ＳＴＲＡＣ図表（変動費・ 

固定費 限界利益） 

・資金別貸借対照表 

・キャッシュフロー計算書 

・業種別財務分析指標と対比 

・社長さまにご説明（２時間） 

初回無料 

 

 

 

５０,０００ 

～ 

 

Ｒ．経営計画 

 

① 毎期首に１年間の短期経営計 

  画、５年間の中長期経営計画 

・社長さまヒアリング（３時間） 

・社長さまと共同で策定（４時間） 

・社長さまにご説明（３時間） 

② 毎月のフォロー（３時間）    

策定時 

７０,０００ 

 ～ 

 

 

   月額 

２０,０００ 

～ 

Ｓ．融資申込み 

 

書類作成費用・相談料（着手金） 

 

銀行折衡報酬（成功報酬）    

５０,００

０ 

 

融資額の２％ 

Ｔ．セミナ－講師料  

 

セミナ－、社員研修講師     

１時間 

３０,０００ 

 
 


